
消費生活センター（本庁舎2階）☎ (23)８８９９  FAX（23）８８２０

相談は無料で秘密は厳守します。気軽にどうぞ。市内の方であれば、どの窓口でも相談できます。■相談業務の案内

　この時期は、電気ストーブや電気こたつによる火災が
最も多く発生する時期です。電気暖房器具は、裸火がな
いため火災が発生しにくいだろうという油断や誤解によ
り、使い方を誤ってしまうことで思わぬ火災につながり
ます。電気暖房器具を使用する際は、以下の点に注意し
ましょう。

事例１　電源を切ってから、電気ストーブの上にタオル
をかけていたところ、発煙、発火し、周辺を焼損した。
事例２　10年ほど使用したこたつから、使用中に焦げ
た匂いがしたのでこたつの中をのぞいたところ、ヒー
ターユニットの下のこたつ敷きが 3センチほど焦げて
いた。ヒーターユニットにほこりがたまり、燃えて落下
したようだ。

・就寝時、外出時やその場を離れるときは電源を切り、
  電源プラグをコンセントから抜いておきましょう。
・洗濯物の乾燥等に使用しないようにしましょう。
・スプレー缶やライターなどを近くに置かないようにし
  ましょう。
・ヒーター部分のお手入れをして、ほこりやごみが付着
  したまま使用しないようにしましょう。
・電気ストーブは、壁や燃えやすいものから離して使用
  しましょう。
・電気こたつの中に、布団や座布団、座椅子を押し込ま
  ないようにしましょう。
・ご使用の製品が少しでもおかしいと思ったら、すぐに使用 
  を中止し、販売店やメーカー問合先に相談しましょう。
正しく使用して、安全で暖かい冬を過ごしましょう。

電気暖房器具の取り扱いに注意︕

問 行財政改革推進課　☎（21）２３４４

　令和２年度に制定された「栃木市民憲章」は、
市民主体の住みよいまちづくりを推進するため、ま
ちづくりをする上での心構えや、行動指針を示して
います。この市民憲章を日々の生活の中で心に留
めていただき、皆で栃木市をより豊かにしていきま
しょう。

問 総務人事課 ☎（21）２３４２
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栃木市民憲章

　栃木市は、豊かな自然に恵まれ、栃木県名発祥の地

として、歴史と文化が息づくまちです。

　わたしたちは、この美しいふるさとに誇りと愛着を

もち、誰もが住みよい平和で豊かな未来をつくるため、

この憲章を定め行動します。

１ 笑顔であいさつを交わし、相手を思いやります

１ 自然と伝統を大切にし、美しい環境をつくります

１ 交通安全や防災を心がけ、互いに助け合います

１ 健やかなからだをつくり、生きがいをもって働きます

１ 広い視野で多くを学び、まちづくりに参加します

 　　令和２年１０月１０日

　　　　　　　　　　　　   栃木県栃木市

ネーミングライツ事業  施設愛称の募集と決定

　企業等からの自由な提案により募集を行っていました
栃木市総合運動公園陸上競技場の愛称が決定しました。
　愛称は、令和 6年 4月から 10年間使用します。正
式名称は変更しませんが、広報紙等において積極的に愛
称を使用していきます。
愛称　ニッコークリエートスポーツフィールドとちぎ
施設名 栃木市総合運動公園陸上競技場（川原田町760番地）
命名権者　株式会社 ニッコークリエート

ニッコークリエートニッコークリエート
スポーツフィールドとちぎスポーツフィールドとちぎ

　官民相互の活性化を図るため、市の施設に愛称を付け
る権利を付与するネーミングライツ事業に参加いただけ
る企業等を公募します。
対象施設　栃木市市民交流センター（入舟町６番８号）
募集期間　11月 20日（月）～令和６年１月 19日（金）
応募資格 企業または団体。詳細は実施要項をご確認く
　　　　　ださい。
契約期間　令和６年４月１日～（５年間）
ネーミングライツ料　税込年額 50万円以上
命名条件 愛称に「とちぎ蔵の街楽習館」を入れてください。
※詳細は市HPをご覧いただくか、問合先へ

募集します 決まりました

相 談 日 時 場 所 問 合 先
弁護士相談（要予約）
（弁護士が法的な見解等を助言）

※予約開始
　 1 月分：12/1（金）～
　 2 月分：1/4（木）～
　（各日8時30分より受付）
※ 同じ案件での相談は 2回まで
（異なる会場で相談しても同様）

12月8日（金）、22日（金）、1月12日（金）、
26日（金）10時～12時 本庁舎 2階市民相談室 市民生活課

☎（21）2122
1月18日（木）10時～12時 大平隣保館 ☎（43）6611 0120-46-7830
1月15日（月）10時～12時 藤岡総合支所 別館2階 会議室

市民生活課
☎（21）2122

12月19日（火）10時～12時 都賀総合支所 別館2階 会議室
1月23日（火）10時～12時 西方総合支所 1階 会議室
12月21日（木）10時～12時 岩舟総合支所会議室棟1階第1会議室

法律相談（要予約）
※栃木市社会福祉協議会主催 12月5日（火）、19日（火）9時～12時 大平地域福祉センターふるさとふれあい館

社会福祉協議会大平支所
☎（43）0294

宅地建物相談（売買や賃貸借、所有と管理）
予約開始：12/1（金）8時 30 分～ 12月15日（金）10時～12時

本庁舎 2階 市民相談室 市民生活課
☎（21）2122

司法書士相談（相続・遺言、不動産登記、成年後
見制度等）予約開始：12/1（金）8時30分～ 12月20日（水）10時～12時
行政書士相談（相続・遺言、農地転用、開発行為
等の手続き）予約開始：12/1（金）8時30分～ 12月15日（金）14時～16時
消費生活相談（商品やサービスな
ど消費生活全般）

月～金曜日9時～16時
（第2・4・5金曜日は休所） 本庁舎 2階 消費生活センター☎（23）8899 FAX（23）8820

合同相談

（行政相談・人権相談）

　♦移動県民相談も同時開設

♦12月12日（火）、26日（火）10時～12時 本庁舎 2階 市民相談室

市民生活課
☎（21）2122

1月18日（木）10時～12時 大平総合支所 1階 相談室
1月15日（月）13時30分～15時30分 藤岡総合支所 別館2階 会議室
12月19日（火）10時～12時 都賀総合支所 別館2階 大会議室
♦1月23日（火）13時30分～15時30分 西方公民館2階 小会議室
12月21日（木）13時30分～15時30分 岩舟総合支所会議室棟1階第1会議室

市民相談（日常生活の問題など） 月～金曜日9時～17時 本庁舎 2階 市民相談室

人権相談 月～金曜日8時30分～17時15分 大平隣保館☎（43）6611 0120-46-7830、厚生センター☎（24）
2444、人権・男女共同参画課☎（21）2161

配偶者等からの暴力（DV）相談 月～金曜日9時～16時 配偶者暴力相談支援センター☎（21）2218
いじめ相談電話 月～金曜日9時～17時

※土日祝日･時間外は事前に予約が必要
本庁舎青少年育成センター☎（24）0667✉ gakusyu03@city.tochigi.lg.jp

青少年相談（非行問題・不登校など） 本庁舎青少年育成センター☎（23）6566✉ gakusyu03@city.tochigi.lg.jp
家庭児童相談（0～17歳の子ど
もとその家族、ヤングケアラー等）月～金曜日9時～16時 本庁舎家庭児童相談室（子育て支援課内）　☎（21）2227

児童虐待相談 月～金曜日
8時30分～17時15分

本庁舎子育て支援課☎（21）2227　
※左記以外の時間は☎189（児童相談所全国共通ダイヤル）

婦人・ひとり親家庭相談 月～金曜日9時～16時 本庁舎子育て支援課　☎（21）2229
障がい児者相談（福祉サービスの利用・障が
いを理由とする差別・合理的配慮及び虐待防止）

月～金曜日
8時30分～17時15分 本庁舎障がい福祉課 障がい児者相談支援センター係

☎（21）2219 FAX（21）2682ひきこもり相談（要予約）
　※事前にお話を伺います。

第2木曜日（次回12月14日）
10時～12時、13時～15時

就労支援相談（要予約）
（40歳未満の就労相談）

第1・3月曜日13時～21時 第1・3土曜日17時～21時 祝
日
除
く

栃木勤労青少年ホーム☎（22）3113
第2・4月曜日13時～21時 第1・3土曜日13時～16時 大平勤労青少年ホーム☎（43）5191

高齢者相談（介護や福祉、生活全般、虐待）月～金曜日8時30分～17時15分 本庁舎 栃木中央地域包括支援センター係 ☎（21）2245・2246
もの忘れ相談
（認知症の専門員による相談） 12月8日（金）10時～11時30分 本庁舎 １階市民スペース

栃木中央地域包括支援センター係 ☎（21）2171・2246
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